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（本部長）副市長（副本部長）総務部長 （構成員）教育長、市民部長、経済環境部長、建設部長、 

会計管理者、議会事務局長、教育次長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長 

八街市総合計画策定本部 

（委員長）総務部長 （構成員）会計課、農業委員会事務局、監査委員事務局を除く各課等の長 

（班長）企画課長 （構成員）各課等の長が推薦した所属の班長相当職員 

 

 

総合計画審議会 

市民 まちづくり市民会議 

①市民 ２名 ②教育委員会の委員 １名  

③農業委員会の委員 １名 ④公共的団体の役員 5 名 

⑤知識経験を有する者 ６名 

①市民意向調査 ②まちづくり活動団体アン 

ケート  ③地区別懇談会(８小学校区)  

④パブリックコメント 

①公募 １８名  

②協働のまちづくり検討会 ８名 

 

まちづくり有識者会議 

本市のまちづくりに精通している 

有識者 20 名 

ヤングフォーラムやちまた 

市内の中学校(4 校)・高等学校(2 校)  

1 校あたり 4 名 全 24 名 
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（１）策定本部会  

【体制】 

本部長を副市長、副本部長を総務部長とし、教育長、全部長、会計管理者、議会事 
務局長、教育次長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長をもって、構成する。 
 
【目的・役割】 

総合計画の企画、立案の方向づけを示し、策定委員会から提出された素案をもとに、 
総合計画の案を策定し、市長に提出する。 

 

（２）策定委員会  

【体制】 

委員長を総務部長とし、各課等の長（会計課、農業委員会事務局、監査委員事務局 
を除く。）をもって構成する。 
 
【目的・役割】 

総合計画に関する専門事項の調査及び策定作業の調整を行い、策定作業班から提出 
された草案をもとに、総合計画の素案を策定し、策定本部会に提出する。 

 

（３）策定作業班  

【体制】 

班長を企画課長とし、各部課等の長から推薦により選出された者（班長相当職）を 
もって構成する。 
 
【目的・役割】 

計画の策定にかかる全庁的な連絡調整にあたるとともに、各部門別の政策課題に応 
じ、総合計画の計画案に関しての調査及び検討を行い、草案を作成し、策定委員会に 
提出する。 
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１．市民意向調査 

（１）調査の目的 

市民の定住・転出意向を含めた、市民目線からの八街市の魅力・満足度、市への 
要望等に関する意向を把握するため、市民意向調査（アンケート調査）を実施しま 
した。 
八街市総合計画の策定にあたっては、市民意向調査の結果を踏まえ、新たな計画

づくりの基礎資料としています。 
 
 （２）調査の実施概要 

   ①調査項目 

    地区、年代、性別、職業、定住希望・転出希望の有無、その理由、八街市に対 

する項目ごとの満足度、地域活動の状況、その他必要と思われる事項 

②調査対象 

 市内に居住する 18歳以上の市民 2,000 人 

③抽出方法 

 住民基本台帳による無作為抽出 

④調査時期 

 平成 26年 1月 

⑤調査方法 

 郵送による調査票の配布・回収 

⑥回収結果 

 配布数 2,000 人 

 有効回収数 722人 

 有効回収率 36.1％ 
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２．八街市まちづくり活動団体アンケート 

 （１）調査の目的 

まちづくりの指針となる八街市総合計画の策定にあたりまちづくりに対する

市内の団体の評価、考え方を把握し、計画づくりの基礎資料とするため実施しま

した。 
 
  （２）調査の実施概要 

    ①調査項目 

     まちづくり活動団体の概要（活動内容、活動方針、活動計画等含む）、市政

参画できるまちづくり活動、コミュニティビジネス、八街市のイメージ、市

への要望事項、まちづくりへの意見・提案 

②調査対象 

  市内のまちづくり活動団体 117 団体 

③調査時期 

  平成 26年 10月 

④調査方法 

  郵送による調査票の配布・回収 

⑤回収結果 

  配布数 117団体 

  有効回収数 56件 

  有効回収率 47.9％ 
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３．地区別懇談会 

 （１）懇談会の目的 

八街市総合計画を市民のみなさんと市の協働で策定するため、皆さんの地区をお

訪ねし、将来を見据えたまちづくりの方向性やあるべき市の姿、今後重視すべき施

策、その地域ならではの魅力や活かすべき資源、地域における市民活動の取り組み

などについて、皆さんからのご提言をお伺いするために行いました。 
 
（２）懇談会の方法 

市長と市民との直接対話方式 
 

（３）市側出席者 

   市長・副市長・教育長・総務部長は全懇談会出席 
1地区あたり部長級 2～3人・課長級 4～5人の体制で実施 

 
 
 
 ◆地区別懇談会 地区別参加者数 

 
 
 

男 女

6月8日(日) 西林コミュニティセンター 交進小 24 4 28

6月14日(土) 山田台コミュニティセンター 二州小 11 3 14

6月22日(日) 大谷流コミュニティセンター 川上小 19 1 20

7月5日(土) 八街市役所 八街東小 11 5 16

7月6日(日) 六区農村集落センター 笹引小 15 7 22

7月27日(日) 八街市中央公民館 実住小 23 0 23

泉台区民センター 八街北小 21 13 34

住野老人憩いの家 朝陽小 7 5 12

131 38 169

8月9日(土)

計

参加者数
計対象小学校区場所開催日
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４．八街市まちづくり市民会議 

 
（１）市民会議の目的 

八街市総合計画を策定するにあたり、広く市民からの意見を聴取し、併せて市民 
と協働によるまちづくりを推進するため、八街市まちづくり市民会議を設置しまし 
た。 
公募 18 名・八街市協働のまちづくり検討会 8 名の合計 26 名の委員により、市 

をより豊かで暮らしやすいまちとするため、市民の視点から意見交換、討議をし、 
その結果を提言いただきました。 

 
 （２）会議の経過 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員 26名 

井上 諄一郎   新村 昇          松尾 民次郎      長谷川 正幸 

宇澤 久美子   治部 登美子     見代 君代        林 一美 

江口 学     高橋 誠一       山本 照男        舩木 義江 
金子 綾子       高橋 真志       米田 将之        松本 植 
鯨井 源一    寺尾 紘二       尾形 淳五        村杉 雅敏       
黒田 和俊    中嶋 洋一郎     沖山 榮子               

◎越川 好一    林 京子         玉川 寛治       （敬称略）  
                             ◎：座長 
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５．八街市まちづくり有識者会議 

 
 （１）有識者会議の目的 

    八街市総合計画を策定するにあたり、本市のまちづくりに精通している有識者の

方々から、将来を見据えたまちづくりの方向性や考え方などについて、意見や提言

をいただくため開催しました。 
 
  （２）開催内容等 

    １．日時：平成 26 年 9 月 29 日（月）午後 1 時 30 分から 
    ２．場所：八街市総合保健福祉センター 3 階 大会議室 
    ３．議題：①八街市総合計画 2005 について 
          ②将来を見据えた八街市のまちづくりの方向性等について 
 
  （３）構成員 

 
    ★市側構成員：市長、副市長、教育長、総務部長、市民部長、経済環境部長、 

建設部長、教育次長、企画課長ほか企画課職員（事務局） 

№ 所属及び役職名 氏名

1 千葉県議会議員 山本　義一

2 八街市議会議長 湯淺　祐德

3 八街商工会議所会頭 大畑　喜信

4 八街市商店会連合会会長 小高　良則

5 千葉みらい農業協同組合 代表理事副組合長 宇津木　繁

6 八街市農業研究会会長 貫井　正美

7 八街工業会会長 幸島　正義

8
一般社団法人 千葉県ＬＰガス協会理事
八街ガス株式会社 代表取締役

髙木　秀夫

9 八街市教育委員長 大西　昭

10 八街市社会福祉協議会会長 齋藤　勝美

11 八街市消防委員長 目良　雅美

12 八街市区長会会長 原　弘行

13 八街市連合婦人会会長 西山　幸

14 八街市シニアクラブ連合会会長 花澤　潔

15 東日本旅客鉄道株式会社 佐倉駅長 金子　智哉

16 佐倉警察署八街幹部交番交番所長 鈴木　富夫

17 佐倉市八街市酒々井町消防組合 八街消防署長 高山　文男

18
学校法人千葉黎明学園
千葉黎明高等学校理事長・校長

西村　清

19 千葉県立八街高等学校校長 鹿島　洋一

20 八街市まちづくり市民会議座長 越川　好一
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６．ヤングフォーラムやちまた 

 
（１）ヤングフォーラムやちまたの目的 

    八街市総合計画を策定するにあたり、市内の中学生・高校生を対象に、若者の視

点から本市に対する意見を伺うため、市長との対話形式により開催しました。 
 
（２）開催日時等 

   １．日時：平成 26 年 8 月 18 日（月）午後 1 時 30 分から 
   ２．場所：八街市役所 3 階 第 1 会議室 
   ３．懇談会内容：質疑事項については、参考事例として下記事項（①～④）の    

とおり提示し、これを踏まえた意見・提言が出ました。 
           ①将来の八街がどのような街になっていて欲しいか。 
           ②八街の魅力とは。また、それをどのように活用したらいいか。 
           ③市の人口減少に対して、どのような取組が必要か。 

また、どんな街になれば、自分が定住したいと思うか。 
           ④八街市のまちづくりや地域の活性化などについて、自ら進んで 

したいと思うか。 
 （３）構成員 

 
      ★市側構成員：市長、副市長、教育長、総務部長、教育次長、学校教育課長、 

           企画課長ほか企画課職員（事務局） 
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７．パブリックコメント 

［１］八街市基本構想（案）について 

 
八街市基本構想について、市民の皆さんから広くご意見をお伺いし、近年の社会情

勢の変化や本市の抱える課題へ柔軟に対応できるようにするため、パブリックコメン

ト手続きを実施しました。 
 
 （１）募集期間 

    平成 27年 1月 16日～平成 27年 2月 13日 

 

 （２）募集対象 

    八街市基本構想（案） 

 

 （３）公表場所 

    市役所第 1庁舎 1階ロビー、企画課、中央公民館、市立図書館、ホームページ 

 

 （４）対象者 

    ①市内に在住、在勤、在学のある方 

    ②市内に事務所、事業所がある方 

     

 （５）提出方法 

    直接提出、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかによる 

 

 （６）意見件数 

    4者から 20件の意見 

 

 （７）意見採用 

    2件を採用 
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［２］八街市総合計画２０１５前期基本計画（案）について 

 
八街市総合計画 2015前期基本計画について、市民の皆さんから広くご意見をお伺
いし、近年の社会情勢の変化や本市の抱える課題へ柔軟に対応できるようにするため、

パブリックコメント手続きを実施しました。 
 
 （１）募集期間 

    平成 27年 11月 27日～平成 27年 12月 10日 

 

 （２）募集対象 

    八街市総合計画 2015前期基本計画（案） 

 

 （３）公表場所 

    市役所第 1庁舎 1階ロビー、企画課、中央公民館、市立図書館、ホームページ 

 

 （４）対象者 

    ①市内に在住、在勤、在学のある方 

    ②市内に事務所、事業所がある方 

     

 （５）提出方法 

    直接提出、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかによる 

 

 （６）意見件数 

    1人から 4件の意見 

 

 （７）意見採用 

    3件を採用 
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（１）八街市総合計画審議会委員 

 
（２）検討経過 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

№ 区　分 所　　属 氏　　名 備考

1 市民 八街市まちづくり市民会議座長 越　川　好　一

2 市民 八街市まちづくり市民会議副座長 長谷川　正　幸

3 教育委員会の委員 八街市教育委員長 大　西　　　昭

4 農業委員会の委員 八街市農業委員会会長 三　須　裕　司

5 公共的団体等の役員 八街商工会議所会頭 大　畑　喜　信

6 公共的団体等の役員 千葉みらい農業協同組合八街支店長 遠　山　喜久雄

齋　藤　勝　美 平成26年度

石　毛　　勝 平成27年度

8 公共的団体等の役員 八街市消防団長 斉　藤　弘　一

小田川　知寿子 平成26年度

菅　原　宏　子 平成27年度

10 知識経験を有する者 八街市区長会長 原　　　弘　行 副会長

11 知識経験を有する者 八街市連合婦人会長 西　山　　　幸

12 知識経験を有する者 八街市シニアクラブ連合会会長 花　澤　　　潔

13 知識経験を有する者 八街商工会議所女性会長 糸　久　美津子

14 知識経験を有する者 千葉みらい農業協同組合八街地区女性部長 岩　渕　公　子

15 知識経験を有する者 千葉大学法政経学部准教授 関　谷　　　昇 会長

7 公共的団体等の役員 八街市社会福祉協議会会長

9 公共的団体等の役員 八街市小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長

市民、各種公共的団体の代表、知識経験者など 15 名で構成される審議会を設置

し、八街市基本構想及び八街市総合計画 2015 前期基本計画原案について審議いた

だきました。 
 

【平成 26 年度】 
 第 1 回 平成 26 年 8 月 8 日      
                   
                   
※第 2 回 平成 26 年 12 月 25 日   
 第 3 回 平成 27 年 2 月 20 日    
                 
                 
【平成 27 年度】 
 第 1 回 平成 27 年 11 月 26 日  
 第 2 回 平成 27 年 12 月 15 日  
                  
                 
 
 ※平成 26 年度の第 2 回は書面開催 

①八街市総合計画 2005 について 
②次期総合計画の策定方針及び策定日程について 
③八街市基本構想及び将来人口について 
①八街市基本構想（案）について 
①八街市基本構想（案）の諮問について 
②八街市基本構想（案）について 
③八街市基本構想（案）の答申について 
 
①八街市総合計画 2015 前期基本計画（案）について 
①八街市総合計画 2015 前期基本計画（案）の諮問について 
②八街市総合計画 2015 前期基本計画（案）について 
③八街市総合計画 2015 前期基本計画（案）の答申について 
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［２］八街市総合計画２０１５前期基本計画（案）について 

 
八街市総合計画 2015前期基本計画について、市民の皆さんから広くご意見をお伺
いし、近年の社会情勢の変化や本市の抱える課題へ柔軟に対応できるようにするため、

パブリックコメント手続きを実施しました。 
 
 （１）募集期間 

    平成 27年 11月 27日～平成 27年 12月 10日 

 

 （２）募集対象 

    八街市総合計画 2015前期基本計画（案） 

 

 （３）公表場所 

    市役所第 1庁舎 1階ロビー、企画課、中央公民館、市立図書館、ホームページ 

 

 （４）対象者 

    ①市内に在住、在勤、在学のある方 

    ②市内に事務所、事業所がある方 

     

 （５）提出方法 

    直接提出、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかによる 

 

 （６）意見件数 

    1人から 4件の意見 

 

 （７）意見採用 

    3件を採用 
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   答 申    

平成２７年１２月１５日 
 

八街市長 北村 新司 様 
 

八街市総合計画審議会 
会長 関谷 昇 

 
八街市総合計画２０１５前期基本計画（案）について（答申） 

 
 平成２７年１２月１５日付け八企第６１２号で諮問のありました「八街市総合計画２０１５ 
前期基本計画」（案）について、「八街市基本構想」（２０１５年から２０２５年まで）に掲げる 
八街市の基本理念や将来都市像に鑑み、慎重に審議した結果、下記のとおり答申します。 
 

記 
  

  当審議会に諮問された「八街市総合計画２０１５前期基本計画」（案）は、本年３月に策定さ 
れた「八街市基本構想」（２０１５年から２０２５年まで）をまちづくりの基本理念と将来都市 
像を示す長期計画として位置付け、この基本構想に基づく中期計画として、平成２７年度から 
平成３１年度までの５か年で取り組むべき施策の内容を具体的に示すものであります。また、 
先の計画である「八街市総合計画２００５第２次基本計画」における各種施策展開を踏まえた 
次なる市政運営の基本的方向や施策を示すものであるとの視点に立ち、審議を行いました。 

  本基本計画（案）に掲載されております「リーディングプラン」、「分野別計画」につきまし 
ては、八街市がかかえる行政課題を解決していく上では、必要な施策内容を網羅したものであ 
り、特に市民協働の視点に立った取り組みが必要不可欠との認識から、施策の体系においては 
、「協働のまちづくりによる施策の実現・事業の推進」を一つの幹として横串に添えており、今 
後の八街市における協働の視点に立った市政運営に期待するところであります。 
本基本計画（案）の策定過程において、市民意向調査（アンケート）のほか、平成２６年度に 

実施された小学校区単位の地区別懇談会、まちづくり市民会議、また、今回のパブリックコメン 
ト手続きなど、市民の意向、意見をより反映しようとする努力などは評価できるところです。 
よって、本基本計画（案）については、概ね適切であるものと判断し、ここに答申いたします。 

 今後は、本基本計画（案）に掲げる施策を遂行すべく、より具体的な計画である実施計画による 

計画的な事業実施により、また、市民の理解と協力のもと事務事業の運営に努め、特段の努力を 
払われますようお願いいたします。 
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用 語 解 説 

 
       
ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 
【Automated External Defibrillator】 

 

ＣＡＴＶ            

【Cable Television】  

 
ＩＣＴ 

【Information and Communication Technology】 

 

 ＬＥＤ 

【Light Emitting Diode】 
 

ＮＰＯ 

【No－Profit Organization】 

 

ＴＭＯ 

【Town Management Organization】 

 

 ＳＮＳ 
【Social Network Service】 
 
 
 ＰＦＩ 
【Private Finance Initiative】 
 
 
 

ケーブルテレビジョンの略称。有線テレビジョン放送施設。 

情報や通信に関連する科学技術のことであり、コンピュータやインターネット技術の総称。

日本ではＩＴの方が定着しているが、国際的にはＩＣＴが一般的である。 

心室細動の際に電気的ショックを与えることで、正常なリズムに戻すための医療機器である。

2004年 7月から一般市民でも使用できるようになった。 

民間非営利団体などと訳される。利潤をあげることを目的としない、公益的活動を行う民間

団体。活動範囲は、教育、社会福祉、環境保全、国際交流など多岐にわたっている。 

商店街の組合・行政など中心市街地に関する組織の調整の場として、中心市街地の活性化・

維持のための活動を総合的に企画し、実現を図るための機関。 

英 

発光ダイオードのことで、照明器具やディスプレイ等に利用されています。 

ソーシャルメディアの一種で、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の

会員制のサービスを指す。代表的なサービスとして Facebook、Twitter、LINE等がある。 
、 

公共施設等の社会資本整備について、民間事業者に委ねることが適切なものについては、官

民の適切なリスク分担のもと、設計、建設から維持管理、運営等に至るまでの全部または一

部に、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、より効率的かつ効果的な公共サー

ビスを提供する事業手法のこと。 
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